
船舶事故調査報告書 

 

                              平成２２年１１月１１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 漁網損傷 

発生日時 平成２２年４月３０日 １８時０５分ごろ 

発生場所 阪神港堺泉北区  

大阪府泉大津市 泉北大津南防波堤灯台から真方位３２３°４.０海里

（Ｍ）付近 （概位 北緯３４°３５.０′ 東経１３５°２０.０′） 

事故調査の経過  平成２２年７月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

Ａ 旅客船 フェリーせっつ、１５,１８８トン  船種船名、総トン数 

   １３２４４７、阪九フェリー株式会社  

船舶番号、船舶所有者等    １７９.１４ｍ×２７.００ｍ×１５.１５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２３,８３０kＷ、平成７年７月  Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 Ｂ 漁船 和
かず

丸、６.３トン 

   ＯＳ２－２０２３（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.７０ｍ（Lr）×３.０８ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、平成１０年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４２歳 

   二級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成８年１２月２６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１８年１２月１２日 

    免状有効期間満了日 平成２３年１２月２５日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 昭和６３年１２月２６日 

    免許証交付日 平成２０年２月２０日 

           （平成２５年１２月２５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 損傷なし 

Ｂ 漁網２反切断 

 事故の経過  Ａ船は、船長ほか２３人が乗り組み、旅客６３１人、車輌２８６台を積

載し、船首約６.００ｍ、船尾約６.５８ｍの喫水で、平成２２年４月３０

日１７時４５分ごろ阪神港堺泉北区を出航した。 

 

船長Ａは、前後部マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、２台のレーダ

ーを３Ｍ及び１.５Ｍレンジとして作動させ、泉北大津南第３、４号灯浮

標付近で針路約３３５°（真方位、以下同じ。）とし、速力約１８ノット

（kn）(対地速力、以下同じ。)で、手動操舵により航行した。 

- 1 - 



 船長Ａは、左舷前方に操業中の漁船群及び右舷前方に数隻の操業漁船を

視認し、レーダーで、右舷前方のＢ船との距離が約０.６Ｍとなったのを

確認し、双眼鏡によりＢ船の状況を確認したところ、Ｂ船が投網又は揚網

中であることを示す青色回転灯を視認したが、流し網の標識灯を認めなか

った。 

船長Ａは、Ｂ船が航行しており、流し網漁船が船尾に揚げているスパン

カーを確認することができなかったことから、漁場に向けて移動中又は探

索中の漁船であると思い、泉北大津南第１号灯浮標付近で、神戸沖第２号

灯浮標北方に向かう針路約３３０°として航行した。 

 Ａ船は、Ｂ船の流し網の上を航行し、網に損傷を生じさせたが、船長Ａ

は、このことに気付かずに航行を続けた。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、白色の全周灯、両色灯及び青色回

転灯表示し、１７時１５分ごろ堺泉北区の漁場において、針路を北にと

り、約１kn の速力で自動操舵により航行しながら、船尾から流し網の投

網を開始した。 

 船長Ｂは、Ａ船を視認していたが、Ｂ船が操業中であるので、Ａ船がＢ

船の流し網を避けてくれると思っていたところ、泉北大津南防波堤灯台か

ら３２３°４.０Ｍ付近において、Ａ船が、Ｂ船の流し網の上を航行し、

Ｂ船から１,０００ｍ付近の同網を切断した。 

 Ｂ船は、流し網を揚網したのち、大阪府岡田浦漁港に帰航した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ３、視界 良好、日没時刻 １

８時２８分 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  Ａ船は、１７時３０分ごろ及び１８時００分ごろに操業漁船情報を入手

していたが、Ｂ船の操業に関する情報はなかった。事故後の１８時３０分

に更新された操業漁船情報には、Ｂ船に関する情報が提供されていた。 

 船長Ａは、Ｂ船の流し網を切断したことに気付かずに航行を続け、Ｂ船

からの連絡を受けたＡ船の船舶所有者から流し網を切断したことを知らさ

れた。 

Ｂ船の流し網は、全長約３,０００ｍ、幅約１８ｍで、事故当時は、約

２,０００ｍ投網したところであり、網が沈めば、網の上端が海面下約７

ｍになるようにしていた。また、Ｂ船は、スパンカーを装備していなかっ

た。 

本事故発生場所付近の水深は、約１６～１８ｍであった。 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 なし 

判明した事項の解析  Ａ船は、堺泉北区を北西進中、船長Ａが、双眼

鏡で右舷前方約０.６ＭにいたＢ船を確認した

際、Ｂ船の青色回転灯を視認したものの、Ｂ船が

航行しており、流し網漁船が船尾に揚げているス

パンカーを確認することができなかったことか

ら、Ｂ船が移動中又は探索中の漁船であると思い

込み、Ｂ船に対する適切な見張りを行わずに、Ｂ

船の船尾方を航行し、流し網を切断したものと考
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  えられる。 

 船長Ａは、Ｂ船が表示していた青色回転灯が投

網又は揚網中であることを示していることを知っ

ていたものと考えられる。 

 Ｂ船は、北進して流し網を投網中であり、網が

十分に沈んでいなかった可能性があると考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、阪神港堺泉北区において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が北

進して流し網を投網中、船長Ａが、双眼鏡でＢ船を確認した際、Ｂ船の青

色回転灯を視認したものの、Ｂ船が移動中又は探索中の漁船であると思い

込み、Ｂ船に対する適切な見張りを行っていなかったため、Ｂ船の流し網

の上を航行し、同網を切断したことにより発生したものと考えられる。 

 




